
��

　

『
源
泉
所
得
税
の
納
期
の
特
例
』
の

承
認
を
受
け
て
い
る
源
泉
徴
収
義
務
者

の
方
が
、
平
成　

年
７
月
か
ら　

月
ま

17

12

で
に
支
払
っ
た
給
与
、
退
職
金
、
税
理

士
報
酬
な
ど
か
ら
源
泉
徴
収
を
し
た
所

得
税
の
納
期
限
は
、
平
成　

年
１
月　

18

10

日
�
（
一
定
の
要
件
を
満
た
し
、
『
納

期
限
の
特
例
に
関
す
る
届
出
書
』
を
提

出
し
て
い
る
方
は
平
成　

年
１
月　

日

18

20

�
）
で
す
。

　

納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
い
場
合

は
、
加
算
税
や
延
滞
税
が
課
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
納
期

限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

室
蘭
税
務
署
法
人
課

　

税
第
一
部
門
（
源
泉
所
得
税
担
当
）

　

（
�
○２２
 

４
４
３
６
）

　

最
低
賃
金
制
度
は
、
労
働
者
の
労
働

条
件
の
改
善
向
上
と
生
活
の
安
定
を
目

的
に
、
北
海
道
内
の
す
べ
て
の
事
業
者

と
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

北
海
道
最
低
賃
金
と
産
業
別
最
低
賃

金
が
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

事
業
主
を
は
じ
め
、
市
民
の
皆
さ
ん

は
、
職
場
に
お
け
る
最
低
賃
金
制
度
の

徹
底
に
つ
い
て
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

かると

『
▼
申
し
込
み
』

『
▼
問
い
合
わ
せ
』
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

お
願
い
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

室
蘭
労
働
基
準
監
督

　

署
（
�
○２３
 

６
１
３
１
）

　

人
権
や
離
婚
、
不
動
産
、
金
銭
、
雇

用
、
い
じ
め
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
、

人
権
擁
護
委
員
が
無
料
で
相
談
を
お
受

け
し
ま
す
。
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

▼
日
時　
　

月　

日
�　
　

時
〜　

時

12

14

10

15

▼
場
所　

ポ
ス
フ
ー
ル
登
別
２
階
ギ
ャ

　

ラ
リ
ー

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ　

室
蘭
人
権
擁
護
委
員

　

協
議
会
事
務
局
（
札
幌
法
務
局
室
蘭

　

支
局
総
務
課
内
�
○２２
 

５
１
１
１
）

源
泉
所
得
税
の
納
期
限
の

お
知
ら
せ

『
特
設
人
権
・
困
り
ご
と

相
談
所
』
を
開
設
し
ま
す

『
あ
っ
そ
う
だ
！　

今
年
の
最
賃

い
く
ら
か
な
？
』

　

〜
北
海
道
の
最
低
賃
金
に
つ
い
て
〜
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　依然、全種類の血液が
不足しています。より多
くの皆さんのご協力をお
願いします。

▼日時・場所

　予防接種法施行令の改正
により、平成１８年４月から、
麻しん・風しんの予防接種
の対象年齢や接種方法が変
わります。
　麻しん・風しん両方の接種をまだ終えていない１
歳以上のお子さんは、平成１８年３月３１日（金）までに接
種を済ませましょう。
※麻しん・風しんを接種しているかの確認は、母子
　健康手帳の予防接種欄の日付印をご覧ください。

献血にご協力ください

麻しん・風しんの予防接種が変わります

場　　所日　　　時

ポスフール登別前１２月２０日（火） 
１０時～１２時３０分、１３時３０分～１７時

イーストショップ前平成１８年１月５日（木） 
１０時～１２時、１３時～１６時３０分

１２月・年末年始の歯科救急医療

▼日時・診療所名・住所・電話番号

住所・電話番号診療所名日　時

室蘭市母恋北町２丁目３－１６
�○２２ ２３９４

横山歯科
医院１２月４日（日）

９時～１１時 登別市若草町３丁目１４－１０
�○８６ ２２５０

高橋歯科
医院

室蘭市中島町２丁目２３－３ 
�○４３ ６１６１

エルム歯科 
蘭東診療所１２月１１日（日）

９時～１１時 伊達市錦町９２－７ 
�０１４２○２３ ４１０７

福田歯科
医院

室蘭市高砂町１丁目５１－１８ 
�○４６ ２２２４林歯科医院１２月１８日（日）

９時～１１時

室蘭市高砂町２丁目１－２１
�○４３ ２１１８

高砂公園
歯科

１２月２３日（金）
９時～１１時

室蘭市輪西町１丁目３７－８ 
�○４４ ５５６６

和久歯科
医院

１２月２５日（日）
９時～１１時

登別市中央町２丁目１６－５ 
�○８５ ２４７７

ふかせ歯科
医院

１２月３１日（土）
９時～１１時

登別市美園町４丁目２－１２
�○８６ １１１１

三国ファミ
リー歯科

１月１日（日）
９時～１１時

登別市中央町５丁目２２－１
�○８５ ７６５１

なかがわ
歯科医院

１月２日（月）
９時～１１時

登別市中央町１丁目４－１
�○８５ ２８２６

宮武歯科
医院

１月３日（火）
９時～１１時

発効日最低賃金額最低賃金の件名

10月１日時間額　641円北海道（地域別）最低賃金

12月１日

時間額　718円乳製品、糖類製造業

産

業

別

最

低

賃

金

時間額　762円鉄鋼業

時間額　714円

電気機械器具製造業、情
報通信機械器具製造業、
電子部品・デバイス製造
業

時間額　719円船舶製造・修理業、船体
ブロック製造業

日額　5,684円 
時間額　711円

鋼船製造・修理業、船体
ブロック製造業、舟艇製
造・修理業
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